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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３次元画像において、画素値と不透明度との関係を定義するオパシティーカーブを用い
てボリュームレンダリングを行うことにより擬似３次元画像を生成する画像生成部と、
　前記３次元画像から所定の対象物を表す全体領域を特定する領域特定部と、
　前記特定された全体領域に対してベースのオパシティーカーブを設定し、前記特定され
た全体領域内の少なくとも一部の画素の各々に対して、該画素の近傍領域内の画素値の代
表値を取得し、該近傍領域内の画素値の代表値と前記全体領域の画素値の代表値との関係
に基づいて、前記設定されたベースのオパシティーカーブに変更を加えてなるオパシティ
ーカーブを前記ボリュームレンダリングにおいて当該画素に適用するオパシティーカーブ
として設定するオパシティーカーブ設定部とを備えたことを特徴とする画像生成装置。
【請求項２】
　前記オパシティーカーブ設定部が、前記少なくとも一部の画素の各々に対して、当該画
素の近傍領域内の画素値の代表値から前記全体領域の画素値の代表値を減算した減算値に
基づいてオパシティーカーブのシフト量を求め、該求められたシフト量だけ前記ベースの
オパシティーカーブを画素値方向にシフトさせてなるオパシティーカーブを前記ボリュー
ムレンダリングにおいて当該画素に適用するオパシティーカーブとして設定するものであ
ることを特徴とする請求項１記載の画像生成装置。
【請求項３】
　前記オパシティーカーブ設定部が、



(2) JP 5814838 B2 2015.11.17

10

20

30

40

50

　前記全体領域内の画素を所定の間隔でサンプリングした一部の画素の各々に対して、該
画素の近傍領域内の画素値の代表値を取得し、該取得された代表値と前記全体領域の画素
値の代表値との差分に基づいてオパシティーカーブのシフト量を求め、該求められたシフ
ト量だけ前記ベースのオパシティーカーブを画素値方向にシフトさせてなるオパシティー
カーブを前記ボリュームレンダリングにおいて当該画素に適用するオパシティーカーブと
して設定し、
　前記全体領域内の前記サンプリングされた一部の画素以外の画素の各々に対して、該画
素におけるシフト量の推定値を当該画素の近傍に位置する２つ以上の前記サンプリングさ
れた画素のそれぞれにおけるシフト量を用いて補間により求め、該求められた推定値だけ
前記ベースのオパシティーカーブを画素値方向にシフトさせてなるオパシティーカーブを
、前記ボリュームレンダリングにおいて当該画素に適用するオパシティーカーブとして設
定するものであることを特徴とする請求項１または２記載の画像生成装置
【請求項４】
　前記近傍領域内の画素値の代表値が、前記近傍領域内の画素値の最頻値、中央値または
平均値であることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項記載の画像生成装置。
【請求項５】
　前記近傍領域内の画素値の代表値が、前記近傍領域内の画素値の全体のうち、前記近傍
領域内の画素値の最頻値または中央値から所定の画素値幅の範囲内に存在する画素値の平
均値であることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項記載の画像生成装置。
【請求項６】
　前記近傍領域内の画素値の代表値が、前記近傍領域内の画素値の全体のうち、前記近傍
領域内の画素値の最頻値または中央値から所定の画素値幅の範囲内に存在する画素値の最
頻値または中央値であることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項記載の画像生成
装置。
【請求項７】
　前記画像生成部が、前記３次元画像において、画素値と表示色との関係を定義するカラ
ーマップを用いてボリュームレンダリングを行うことにより擬似３次元画像を生成するも
のであり、
　前記特定された全体領域に対してベースのカラーマップを設定し、前記特定された全体
領域内の少なくとも一部の画素の各々に対して、該画素の近傍領域内の画素値の代表値を
算出し、該近傍領域内の画素値の代表値と前記全体領域の画素値の代表値との関係に基づ
いて、前記設定されたベースのカラーマップに変更を加えてなるカラーマップを前記ボリ
ュームレンダリングにおいて当該画素に適用するカラーマップを設定するカラーマップ設
定部を更に備えたことを特徴とする請求項１から６のいずれか１項記載の画像生成装置
【請求項８】
　３次元画像において、画素値と表示色との関係を定義するカラーマップを用いてボリュ
ームレンダリングを行うことにより擬似３次元画像を生成する画像生成部と、
　前記３次元画像から所定の対象物を表す全体領域を特定する領域特定部と、
　前記特定された全体領域に対してベースのカラーマップを設定し、前記特定された全体
領域内の少なくとも一部の画素の各々に対して、該画素の近傍領域内の画素値の代表値を
算出し、該近傍領域内の画素値の代表値と前記全体領域の画素値の代表値との関係に基づ
いて、前記設定されたベースのカラーマップに変更を加えてなるカラーマップを前記ボリ
ュームレンダリングにおいて当該画素に適用するカラーマップとして設定するカラーマッ
プ設定部とを備えたことを特徴とする画像生成装置。
【請求項９】
　前記所定の対象物が、血管であることを特徴とする請求項１から８のいずれか１項記載
の画像生成装置。
【請求項１０】
　３次元画像において、画素値と不透明度との関係を定義するオパシティーカーブを用い
てボリュームレンダリングを行うことにより擬似３次元画像を生成する方法において、
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　前記３次元画像から所定の対象物を表す全体領域を特定し、
　前記特定された全体領域に対してベースのオパシティーカーブを設定し、前記特定され
た全体領域内の少なくとも一部の画素の各々に対して、該画素の近傍領域内の画素値の代
表値を取得し、該近傍領域内の画素値の代表値と前記全体領域の画素値の代表値との関係
に基づいて、前記設定されたベースのオパシティーカーブに変更を加えてなるオパシティ
ーカーブを前記ボリュームレンダリングにおいて当該画素に適用するオパシティーカーブ
として設定することを特徴とする画像生成方法。
【請求項１１】
　３次元画像において、画素値と表示色との関係を定義するカラーマップを用いてボリュ
ームレンダリングを行うことにより擬似３次元画像を生成する方法であって、
　前記３次元画像から所定の対象物を表す全体領域を特定し、
　前記特定された全体領域に対してベースのカラーマップを設定し、前記特定された全体
領域内の少なくとも一部の画素の各々に対して、該画素の近傍領域内の画素値の代表値を
算出し、該近傍領域内の画素値の代表値と前記全体領域の画素値の代表値との関係に基づ
いて、前記設定されたベースのカラーマップに変更を加えてなるカラーマップを前記ボリ
ュームレンダリングにおいて当該画素に適用するカラーマップとして設定することを特徴
とする画像生成方法。
【請求項１２】
　コンピュータを、
　３次元画像において、画素値と不透明度との関係を定義するオパシティーカーブを用い
てボリュームレンダリングを行うことにより擬似３次元画像を生成する画像生成部と、
　前記３次元画像から所定の対象物を表す全体領域を特定する領域特定部と、
　前記特定された全体領域に対してベースのオパシティーカーブを設定し、前記特定され
た全体領域内の少なくとも一部の画素の各々に対して、該画素の近傍領域内の画素値の代
表値を取得し、該近傍領域内の画素値の代表値と前記全体領域の画素値の代表値との関係
に基づいて、前記設定されたベースのオパシティーカーブに変更を加えてなるオパシティ
ーカーブを前記ボリュームレンダリングにおいて当該画素に適用するオパシティーカーブ
として設定するオパシティーカーブ設定部
として機能させるための画像生成プログラム。
【請求項１３】
　コンピュータを、
　３次元画像において、画素値と表示色との関係を定義するカラーマップを用いてボリュ
ームレンダリングを行うことにより擬似３次元画像を生成する画像生成部と、
　前記３次元画像から所定の対象物を表す全体領域を特定する領域特定部と、
　前記特定された全体領域に対してベースのカラーマップを設定し、前記特定された全体
領域内の少なくとも一部の画素の各々に対して、該画素の近傍領域内の画素値の代表値を
算出し、該近傍領域内の画素値の代表値と前記全体領域の画素値の代表値との関係に基づ
いて、前記設定されたベースのカラーマップに変更を加えてなるカラーマップを前記ボリ
ュームレンダリングにおいて当該画素に適用するカラーマップとして設定するカラーマッ
プ設定部として機能させるための画像生成プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、３次元画像において、ボリュームレンダリングを行うことにより擬似３次元
画像を生成する画像生成装置、方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被写体の３次元的な構造等の把握を容易にするため、ＣＴ装置、ＭＲＩ装置、超
音波診断装置等により取得された被写体の３次元画像データを、コンピュータグラフィッ
クスの技術等を用いて２次元平面上に立体的に可視化した擬似３次元画像を生成・表示す
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る処理が行われている。このような擬似３次元画像を生成する方法としては、３次元画像
を構成する各画素値（ボクセル値）に対して不透明度およびＲ、Ｇ、Ｂの色情報を設定し
、観察する側から投影面の各画素へのレイキャスティングを行うことにより可視化するボ
リュームレンダリング法が知られている。
【０００３】
　この各画素値に対して設定される不透明度や色情報のセット（それぞれオパシティーカ
ーブ、カラーマップと呼ぶ）は、１つの３次元画像に対して１つの組み合わせを与えるも
のが一般的である。しかし、この場合、同一信号値を持つ異なる組織を区別して表示する
ことができないという問題が生じる。これに対し、非特許文献１には、ボリュームレンダ
リングにより1枚の画像で複数のオブジェクト（たとえば、骨、血管、心臓、肝臓等）を
表示する画像を生成する際に、それぞれのオブジェクト範囲に異なったカラーマップおよ
び／またはオパシティーカーブを適用することにより、同一信号値を持つ異なった組織を
違う色やオパシティで表現することが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－２１２２１９号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】今井 裕著、「なるほど!!医用3次元画像―考え方と処理法の虎の巻」、
秀潤社出版、2003年10月発行、第105頁
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、たとえば血管のCT撮影においては、造影剤という特殊な液を血管に注入して
撮影を行うことにより、３次元画像において血管の画素値が他の臓器と異なった画素値に
なるようにして、より可視化し、かつ、その領域を抽出しやすくする方法が用いられる場
合がある。しかし、この場合、撮影タイミングや造影剤の量等により、同じ血管領域でも
場所によって画素値に変動が生じてしまうため、１枚の画像で広い範囲の血管領域を表示
した画像を生成する場合に、血管という１つのオブジェクト組織であってもそれに対して
１つのカラーマップおよび／またはオパシティーカーブを適用するだけでは、血管全体の
３次元的な形態を正確に表示できないという問題がある。
【０００７】
　この画素値の変動による問題は、パーシャルボリューム効果により起こることもある。
特に数ピクセルの直径で表される細い血管では、実際には高い画素値を持つべきものが、
画像化する際に周りの画素値の影響を受けて、実際よりも低い値として画像化されること
がある。これにより、たとえば図６に示すような、太い血管の画素値分布に合せて設定さ
れた１つのカラーマップおよびオパシティーカーブを適用して生成された画像では、太い
血管部分はきれいに見えるが、細い血管部分は消えて見えず、図７に示すような、前記カ
ラーマップおよびオパシティーカーブをそれぞれ細い血管の画素値分布に合せて平衡移動
させてなる１つのカラーマップおよびオパシティーカーブを適用して生成された画像では
、細い血管部分が見えるようになったが、（白線で囲まれた領域を参照）、太い血管部分
は過剰に膨張して見えることとなる。
【０００８】
　なお、特許文献１には、１枚の画像毎に動的にカラーマップおよび／またはオパシティ
ーカーブを補正する方法が提案されているが、この方法は、個々の画像による描写範囲が
その範囲内における画素値の変動を無視できる程度に小さいことを前提に、その１枚の画
像の生成に用いる１つのオパシティーカーブをどのように決定するかに関するものであり
、より広い範囲のオブジェクト領域を表示する画像を生成する場合における上記問題を解
決するものではない。
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【０００９】
　本発明は、上記事情に鑑み、ボリュームレンダリングを行うことにより擬似３次元画像
を生成する際に、所定の対象物の３次元的な形態をより正確に描写した画像を生成できる
画像生成装置、方法およびプログラムを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の画像生成装置は、３次元画像において、画素値と不透明度との関係を定義する
オパシティーカーブを用いてボリュームレンダリングを行うことにより擬似３次元画像を
生成する画像生成部と、３次元画像から所定の対象物を表す全体領域を特定する領域特定
部と、特定された全体領域に対してベースのオパシティーカーブを設定し、特定された全
体領域内の少なくとも一部の画素の各々に対して、該画素の近傍領域内の画素値の代表値
を取得し、該取得された代表値を用いてベースのオパシティーカーブに変更を加えてなる
オパシティーカーブをボリュームレンダリングにおいて当該画素に適用するオパシティー
カーブとして設定するオパシティーカーブ設定部とを備えたことを特徴とするものである
（第１の画像生成装置）。
【００１１】
　オパシティーカーブ設定部は、少なくとも一部の画素の各々に対して、当該画素の近傍
領域内の画素値の代表値から全体領域の画素値の代表値を減算した減算値に基づいてオパ
シティーカーブのシフト量を求め、求められたシフト量だけベースのオパシティーカーブ
を画素値方向にシフトさせてなるオパシティーカーブをボリュームレンダリングにおいて
当該画素に適用するオパシティーカーブとして設定するものであってもよい。
【００１２】
　ここで、「画素値方向」というのは、オパシティーカーブが一方の軸（たとえば、横軸
）に画素値、他方の軸（たとえば、縦軸）に不透明度という座標系の中に設定されるもの
である場合に、画素値を表す軸方向を意味する。
【００１３】
　なお、上記減算値に基づいてシフト量を求めるに当たっては、減算値の正負の符号と同
じ符号を有する値をシフト量として求める。このとき、そのシフト量の絶対値は、減算値
の絶対値と同じでもよいし、それに対して１以外の所定の係数をかけて得られたものであ
ってもよい。これにより、「シフト量だけシフトさせる」というのは、シフト量がプラス
である場合には画素値を表す軸のプラス方向に、マイナスである場合には画素値を表す軸
のマイナス方向にシフトさせることを意味する。
【００１４】
　上記本発明の画像生成装置において、オパシティーカーブ設定部は、全体領域内の画素
を所定の間隔でサンプリングした一部の画素の各々に対して、該画素の近傍領域内の画素
値の代表値を取得し、取得された代表値と全体領域の画素値の代表値との差分に基づいて
オパシティーカーブのシフト量を求め、求められたシフト量だけ前記ベースのオパシティ
ーカーブを画素値方向にシフトさせてなるオパシティーカーブをボリュームレンダリング
において当該画素に適用するオパシティーカーブとして設定し、全体領域内のサンプリン
グされた一部の画素以外の画素の各々に対して、該画素におけるシフト量の推定値を当該
画素の近傍に位置する２つ以上のサンプリングされた画素のそれぞれにおけるシフト量を
用いて補間により求め、該求められた推定値だけベースのオパシティーカーブを画素値方
向にシフトさせてなるオパシティーカーブを、ボリュームレンダリングにおいて当該画素
に適用するオパシティーカーブとして設定するものであってもよい。
【００１５】
　また、近傍領域内の画素値の代表値は、近傍領域内の画素値の最頻値、中央値または平
均値であってもよいし、近傍領域内の画素値の全体のうち、近傍領域内の画素値の最頻値
または中央値から所定の画素値幅の範囲内に存在する画素値の平均値であってもよいし、
近傍領域内の画素値の全体のうち、近傍領域内の画素値の最頻値または中央値から所定の
画素値幅の範囲内に存在する画素値の最頻値または中央値であってもよい。
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【００１６】
　このとき、全体領域の画素値の代表値は、近傍領域内の画素値の代表値と同じ種類の値
であってもよいし、異なる種類の値であってもよい。たとえば、近傍領域内の画素値の代
表値が近傍領域内の画素値の平均値である場合に、全体領域の画素値の代表値は全体領域
内の画素値の平均値であってもよいし、全体領域内の画素値の最頻値であってもよい。
【００１７】
　また、上記本発明の画像生成装置において、画像生成部は、３次元画像において、画素
値と表示色との関係を定義するカラーマップを用いてボリュームレンダリングを行うこと
により擬似３次元画像を生成するものであり、特定された全体領域に対してベースのカラ
ーマップを設定し、特定された全体領域内の少なくとも一部の画素の各々に対して、該画
素の近傍領域内の画素値の代表値を算出し、算出された代表値を用いてベースのカラーマ
ップに変更を加えてなるカラーマップをボリュームレンダリングにおいて当該画素に適用
するカラーマップを設定するカラーマップ設定部を更に備えたものであってもよい。
【００１８】
　本発明の画像生成装置は、３次元画像において、画素値と表示色との関係を定義するカ
ラーマップを用いてボリュームレンダリングを行うことにより擬似３次元画像を生成する
画像生成部と、３次元画像から所定の対象物を表す全体領域を特定する領域特定部と、特
定された全体領域に対してベースのカラーマップを設定し、特定された全体領域内の少な
くとも一部の画素の各々に対して、該画素の近傍領域内の画素値の代表値を算出し、該算
出された代表値を用いてベースのカラーマップに変更を加えてなるカラーマップをボリュ
ームレンダリングにおいて当該画素に適用するカラーマップとして設定するカラーマップ
設定部とを備えたことを特徴とするものである。（第２の画像生成装置）。
【００１９】
　上記第１および第２の画像生成装置において、所定の対象物が、血管であってもよい。
【００２０】
　本発明の第１および第２の画像処理方法は、それぞれ上記第１および第２の画像生成装
置の各部が行う処理を、少なくとも１台のコンピュータにより実行する方法である。
【００２１】
　本発明の第１および第２の画像処理プログラムは、それぞれ上記第１および第２の画像
表示装置の各部が行う処理を、少なくとも１台のコンピュータに実行させるプログラムで
ある。このプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ，ＤＶＤなどの記録メディアに記録され、または
サーバコンピュータに付属するストレージやネットワークストレージにダウンロード可能
な状態で記録されて、ユーザに提供される。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の第１の画像生成装置、方法及びプログラムによれば、３次元画像において、画
素値と不透明度との関係を定義するオパシティーカーブを用いてボリュームレンダリング
を行うことにより擬似３次元画像を生成する際に、３次元画像から所定の対象物を表す全
体領域を特定し、特定された全体領域に対してベースのオパシティーカーブを設定し、特
定された全体領域内の少なくとも一部の画素の各々に対して、該画素の近傍領域内の画素
値の代表値を取得し、該取得された代表値を用いてベースのオパシティーカーブに変更を
加えてなるオパシティーカーブをボリュームレンダリングにおいて当該画素に適用するオ
パシティーカーブとして設定するようにしたので、所定の対象物を表す領域内の全ての画
素のそれぞれに対してその描写に適したオパシティーカーブを適用させることができ、所
定の対象物の３次元的な形態をより正確に描写した画像を生成できる。この効果は、所定
の対象物が血管である場合、さらに３次元画像が造影剤を血管に注入して撮影された画像
である場合に、特に顕著となる。
【００２３】
　上記本発明の画像生成装置、方法及びプログラムにおいて、全体領域内の画素を所定の
間隔でサンプリングした一部の画素の各々に対して、該画素の近傍領域内の画素値の代表
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値を取得し、取得された代表値と全体領域の画素値の代表値との差分に基づいてオパシテ
ィーカーブのシフト量を求め、求められたシフト量だけベースのオパシティーカーブを画
素値方向にシフトさせてなるオパシティーカーブをボリュームレンダリングにおいて当該
画素に適用するオパシティーカーブとして設定し、全体領域内のサンプリングされた一部
の画素以外の画素の各々に対して、該画素におけるシフト量の推定値を当該画素の近傍に
位置する２つ以上のサンプリングされた画素のそれぞれにおけるシフト量を用いて補間に
より求め、該求められた推定値だけベースのオパシティーカーブを画素値方向にシフトさ
せてなるオパシティーカーブを、ボリュームレンダリングにおいて当該画素に適用するオ
パシティーカーブとして設定するようにした場合には、演算処理を高速化させることがで
きる。
【００２４】
　また、近傍領域内の画素値の代表値が、近傍領域内の画素値の最頻値または中央値であ
る場合には、近傍領域内の画素値にノイズなどによる極端な値が存在してもその値が代表
値に反映されにくくすることができる。
【００２５】
　また、近傍領域内の画素値の代表値が、近傍領域内の画素値の全体のうち、近傍領域内
の画素値の最頻値または中央値から所定の画素値幅の範囲内に存在する画素値の平均値、
最頻値または中央値である場合には、近傍領域内の画素値の中から最大側または最小側に
存在する極端な値が代表値に反映されにくくすることができる。
【００２６】
　また、上記本発明の画像生成装置、方法及びプログラムにおいて、特定された全体領域
に対してベースのカラーマップを設定し、特定された全体領域内の少なくとも一部の画素
の各々に対して、該画素の近傍領域内の画素値の代表値を算出し、算出された代表値を用
いてベースのカラーマップに変更を加えてなるカラーマップをボリュームレンダリングに
おいて当該画素に適用するカラーマップを設定するようにした場合には、所定の対象物を
表す領域内の全ての画素のそれぞれに対してその描写に適したカラーマップを適用させる
ことができ、所定の対象物の３次元的な形態をより正確に描写した画像を生成できる。
【００２７】
　本発明の第２の画像生成装置、方法及びプログラムによれば、３次元画像において、画
素値と不透明度との関係を定義するカラーマップを用いてボリュームレンダリングを行う
ことにより擬似３次元画像を生成する際に、記３次元画像から所定の対象物を表す全体領
域を特定し、特定された全体領域に対してベースのカラーマップを設定し、特定された全
体領域内の少なくとも一部の画素の各々に対して、該画素の近傍領域内の画素値の代表値
を取得し、該取得された代表値を用いてベースのカラーマップに変更を加えてなるカラー
マップをボリュームレンダリングにおいて当該画素に適用するカラーマップとして設定す
るようにしたので、所定の対象物を表す領域内の全ての画素のそれぞれに対してその描写
に適したカラーマップを適用させることができ、所定の対象物の３次元的な形態をより正
確に描写した画像を生成できる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】第１の実施形態における画像生成装置の概略ブロック図
【図２】第１の実施形態における画像生成装置の動作を示すフローチャート
【図３】第２の実施形態における画像生成装置の概略ブロック図
【図４】第２の実施形態における画像生成装置の動作を示すフローチャート
【図５】第２の実施形態における画像生成装置により生成された画像の一例を示す図
【図６】従来の技術により生成された画像の一例を示す図
【図７】従来の技術により生成された画像の一例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、図面を参照して、本発明の第１の実施形態について説明する。図１は、画像生成
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装置１の概略構成を示すブロック図である。なお、図１のような画像生成装置１の構成は
、補助記憶装置に読み込まれた画像生成プログラムをコンピュータ上で実行することによ
り実現される。このとき、この画像生成プログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に記憶
され、もしくはインターネット等のネットワークを介して配布され、コンピュータにイン
ストールされる。画像処理プログラムは、コンピュータのＣＰＵに実行させる処理として
、画像取得処理と、画像生成処理と、領域特定処理と、オパシティーカーブ設定処理と、
表示制御処理とを規定しており、この規定にしたがって、ＣＰＵが上記各処理を実行する
ことにより、コンピュータは、後述の画像取得部１１と、画像生成部１２と、領域特定部
１３と、オパシティーカーブ設定部１４と、表示制御部１６として機能する。
【００３０】
　また、画像生成装置１には、ハードディスクドライブなどの記憶装置２およびディスプ
レイなどの表示装置３が接続されている。記憶装置２には、ＣＴ、ＭＲＩ、ＰＥＴ、ＳＰ
ＥＣＴ、超音波画像などの撮影装置により所定の対象物を撮影して得られた３次元の画像
データ（３次元画像）が記憶されている。３次元画像は、３次元空間における画素データ
の集合であり、撮影装置により得られた複数枚の断層画像を積層して構成することができ
る。画像取得部１１は、記憶装置２に記憶されている前記３次元画像を取得し、画像生成
装置１に内蔵された、或いは画像生成装置１に接続されたハードディスクドライブなどの
記憶装置に記憶する。
【００３１】
　領域特定部１３は、画像取得部１１により取得された３次元画像から所定の対象物を表
す全体領域を特定する。ここで、所定の対象物を表す全体領域とは、所定の対象物を表す
領域を全部含み、かつ、それ以外の領域は含んでいない領域をいう。以下、所定の対象物
が血管であるとして説明を行う。領域特定部１３は、３次元画像から血管を表す領域（以
下、血管領域ともいう）を抽出し、その抽出された領域を全体領域として特定する。この
とき、血管領域の抽出は、閾値法、Region Growing法や、Level Set法、その他の種々の
画像処理を利用して行うことができる。
【００３２】
　領域特定部１３は、たとえば、３次元画像内の局所領域ごとに、３×３のヘシアン（He
ssian）行列の固有値を算出することにより線状構造の探索を行う。線状構造が含まれる
領域では、ヘシアン行列の３つの固有値のうち１つは０に近い値となり、他の２つは相対
的に大きな値となる。また、値が０に近い固有値に対応する固有ベクトルは、線状構造の
主軸方向を示すものとなる。領域特定部１３は、この関係を利用して、局所領域ごとに、
ヘシアン行列の固有値に基づいて線状構造らしさを判定し、線状構造が識別された局所領
域については、その中心点を候補点として検出する。そして、探索により検出された候補
点を、所定のアルゴリズムに基づいて連結する。これにより、候補点および候補点同士を
連結する血管枝（エッジ）からなる木構造が構築される。検出された複数の候補点の座標
情報や、血管枝の方向を示すベクトル情報は、候補点や血管枝の識別子とともにメモリに
記憶される。続いて、検出された候補点ごとに、周辺の画素値に基づき、血管経路に垂直
な断面において、血管の輪郭（血管の外壁）を識別する。形状の識別は、Graph-Cutsに代
表される公知のセグメンテーション手法を用いて行う。以上の処理により、管状構造であ
る血管領域が抽出され、その抽出された血管領域の特定に必要な情報が生成され、メモリ
に記憶される。
【００３３】
　オパシティーカーブ設定部１４は、ボリュームレンダリングにおいて領域特定部１３に
より特定された血管領域内の各画素に適用するオパシティーカーブを設定する。オパシテ
ィーカーブは、画素値と不透明度との関係を定義するものであり、画素値を変数とする関
数として表すことができる。具体的には、まず、血管領域に対してベースのオパシティー
カーブを設定する。たとえば、３次元画像を参照して血管領域の画素値の分布およびその
周辺の画素値の分布を調べ、その分布に基づいて血管領域とそれ以外の領域とを分ける境
界となる画素値を求め、その画素値近傍において不透明度が「０」から「０」以外の値に
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または「１」から「１」以外の値に変化するオパシティーカーブを設定する。オパシティ
ーカーブは、不透明度が「０」から「１」にステップ状に変化するものであってもよいし
、画素値の増加又は減少に対して不透明度が所定の傾きで変化するものであってもよい。
【００３４】
　続いて、オパシティーカーブ設定部１４は、血管領域内の画素を３次元的に所定の間隔
でサンプリングした一部の画素の各々に対して、その画素の近傍領域(たとえば、上下左
右前後１ｃｍ範囲の領域)内の画素値の平均値から血液領域の画素値の平均値を減算した
減算値をオパシティーカーブのシフト量として求め、決定されたシフト量だけベースのオ
パシティーカーブを画素値方向にシフトさせてなるオパシティーカーブをその画素に適用
するオパシティーカーブとして設定する。つまり、オパシティーカーブ設定部１４は、画
素値を変数ｖとし、ベースのオパシティーカーブをＯＤ（ｖ）とし、決定された移動量を
ｍとしたとき、前記サンプリングされた画素の各々に対してＯ（ｖ）＝ＯＤ（ｖ－ｍ）で
表わされるオパシティーカーブを設定する。
【００３５】
　また、オパシティーカーブ設定部１４は、血管領域内の前記サンプリングされた一部の
画素以外の画素の各々に対して、その画素におけるシフト量の推定値をその画素の近傍に
位置する２つ以上の前記サンプリングされた画素のそれぞれにおけるシフト量を用いて補
間により求め、決定された推定値だけベースのオパシティーカーブを画素値方向にシフト
させてなるオパシティーカーブをその画素に適用するオパシティーカーブとして設定する
。
【００３６】
　画像生成部１２は、３次元画像において、オパシティーカーブ設定部１４が設定するオ
パシティーカーブを用いてボリュームレンダリングを行うことにより擬似３次元画像を生
成する。表示制御部１６は、画像生成部１２により生成された擬似３次元画像を表示装置
３に表示させる。
【００３７】
　図２は、画像生成装置１の動作を示すフローチャートである。図示のように、まず、画
像取得部１１が、記憶装置２に記憶されている３次元画像を取得する(Ｓ１)。次に、領域
特定部１３が、画像取得部１１により取得された３次元画像から血管を表す全体領域を抽
出し、その抽出された領域を全体領域として特定する（Ｓ２）。次いで、オパシティーカ
ーブ設定部１４が、血管領域に対してベースのオパシティーカーブを設定する(Ｓ３)。ま
た、オパシティーカーブ設定部１４は、血管領域内の画素を３次元的に所定の間隔でサン
プリングした一部の画素の各々について、その画素の近傍領域内の画素値の平均値から血
液領域の画素値の平均値を減算した減算値をオパシティーカーブのシフト量として求め、
サンプリングされた一部の画素以外の画素の各々について、その画素におけるシフト量の
推定値をその画素の近傍に位置する２つ以上の前記サンプリングされた画素のそれぞれに
おけるシフト量を用いて補間により求める（Ｓ４）。
【００３８】
　さらに、オパシティーカーブ設定部１４が、サンプリングされた一部の画素以外の画素
の各々について、ステップＳ３において決定されたシフト量だけベースのオパシティーカ
ーブを画素値方向にシフトさせてなるオパシティーカーブをその画素に適用するオパシテ
ィーカーブとして設定し、サンプリングされた一部の画素以外の画素の各々について、ス
テップＳ３において決定された推定値だけベースのオパシティーカーブを画素値方向にシ
フトさせてなるオパシティーカーブをその画素に適用するオパシティーカーブとして設定
する（Ｓ５）。
【００３９】
　その後、画像生成部１２が、オパシティーカーブ設定部１４が設定するオパシティーカ
ーブを用いて３次元画像に対してボリュームレンダリングを行うことにより擬似３次元画
像を生成する（Ｓ６）。そして、表示制御部１６が、生成された擬似３次元画像を表示装
置３に表示し（Ｓ７）、処理を終了する。
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【００４０】
　本実施形態では、領域特定部１３は３次元画像から血管を表す全体領域を特定し、オパ
シティーカーブ設定部１４はその特定された全体領域に対してベースのオパシティーカー
ブを設定し、全体領域内の少なくとも一部の画素の各々に対して、その画素の近傍領域内
の画素値の代表値を取得し、取得された代表値を用いてベースのオパシティーカーブに変
更を加えてなるオパシティーカーブをボリュームレンダリングにおいて当該画素に適用す
るオパシティーカーブとして設定し、画像生成部１２は、その設定されたオパシティーカ
ーブを用いてボリュームレンダリングを行うことにより擬似３次元画像を生成している。
このようにすることで、血管を表す領域内の全ての画素のそれぞれに対してその描写に適
したオパシティーカーブを適用させることができ、血管の３次元的な形態をより正確に描
写した画像を生成できる。
【００４１】
　続いて、本発明の第２の実施形態について説明する。図３は、本発明の第２実施形態の
画像生成装置を示している。本実施形態の画像生成装置１００は、図１に示す第１実施形
態の投影画像生成装置１０の構成に加えて、カラーマップ設定部１５を備える。その他の
点は、第１実施形態と同様である。
【００４２】
　カラーマップ設定部1５は、ボリュームレンダリングにおいて領域特定部１３により特
定された血管領域内の各画素に適用するカラーマップを設定する。カラーマップは、画素
値と表示色との関係を定義するものであり、画素値を変数とする関数として表すことがで
きる。具体的には、まず、血管領域に対してベースのカラーマップを設定する。続いて、
カラーマップ設定部１５は、血管領域内の画素を３次元的に所定の間隔でサンプリングし
た一部の画素の各々に対して、その画素の近傍領域(たとえば、上下左右前後１ｃｍ範囲
の領域)内の画素値の平均値から血液領域の画素値の平均値を減算した減算値をカラーマ
ップのシフト量として求め、決定されたシフト量だけベースのカラーマップを画素値方向
にシフトさせてなるカラーマップをその画素に適用するカラーマップとして設定する。つ
まり、カラーマップ設定部１５は、画素値を変数ｖとし、ベースのカラーマップをＣｌｒ
ＭａｐＤ（ｖ）とし、決定された移動量をｍとしたとき、前記サンプリングされた画素の
各々に対してＣｌｒＭａｐ（ｖ）＝ＣｌｒＭａｐＤ（ｖ－ｍ）で表わされるカラーマップ
を設定する。
【００４３】
　また、カラーマップ設定部１５は、血管領域内の前記サンプリングされた一部の画素以
外の画素の各々に対して、その画素におけるシフト量の推定値をその画素の近傍に位置す
る２つ以上の前記サンプリングされた画素のそれぞれにおけるシフト量を用いて補間によ
り求め、決定された推定値だけベースのカラーマップを画素値方向にシフトさせてなるカ
ラーマップをその画素に適用するカラーマップとして設定する。
【００４４】
　このとき、カラーマップ設定部1５は、オパシティーカーブ設定部１４において前記シ
フト量および推定値が既に求められている場合には、それらの値を算出する処理を行うこ
となく、オパシティーカーブ設定部１４により求められたシフト量および推定値を用いて
血管領域内の各画素に適用するカラーマップを設定することができる。もちろん、オパシ
ティーカーブ設定部１４が、カラーマップ設定部1５により求められたシフト量および推
定値を用いて血管領域内の各画素に適用するオパシティーカーブを設定するようにしても
よい。
【００４５】
　画像生成部１２は、３次元画像において、オパシティーカーブ設定部１４が設定するオ
パシティーカーブおおびカラーマップ設定部１５が設定するカラーマップを用いてボリュ
ームレンダリングを行うことにより擬似３次元画像を生成する。図５に、本実施形態の画
像生成装置１００により生成された擬似３次元画像の一例を示す。図５では、同じ３次元
画像に対して従来の技術によりボリュームレンダリングを行うことにより生成された図６
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および図７の画像に比べて、血管全体の３次元的な形態がより正確に描写されている。
【００４６】
　図４は、画像生成装置１００の動作を示すフローチャートである。図示のように、まず
、画像取得部１１が、記憶装置２に記憶されている３次元画像を取得する(Ｓ１１)。次に
、領域特定部１３が、画像取得部１１により取得された３次元画像から血管を表す全体領
域を抽出し、その抽出された領域を全体領域として特定する（Ｓ１２）。次いで、オパシ
ティーカーブ設定部１４が、血管領域に対してベースのオパシティーカーブを設定し、カ
ラーマップ設定部１５が、血管領域に対してベースのカラーマップを設定する(Ｓ１３)。
【００４７】
　また、オパシティーカーブ設定部１４またはカラーマップ設定部１５が、血管領域内の
画素を３次元的に所定の間隔でサンプリングした一部の画素の各々について、その画素の
近傍領域内の画素値の平均値から血液領域の画素値の平均値を減算した減算値をシフト量
として求め、サンプリングされた一部の画素以外の画素の各々について、その画素におけ
るシフト量の推定値をその画素の近傍に位置する２つ以上の前記サンプリングされた画素
のそれぞれにおけるシフト量を用いて補間により求める（Ｓ１４）。
【００４８】
　次いで、オパシティーカーブ設定部１４が、サンプリングされた一部の画素以外の画素
の各々について、ステップＳ１３において決定されたシフト量だけベースのオパシティー
カーブを画素値方向にシフトさせてなるオパシティーカーブをその画素に適用するオパシ
ティーカーブとして設定し、サンプリングされた一部の画素以外の画素の各々について、
ステップＳ１３において決定された推定値だけベースのオパシティーカーブを画素値方向
にシフトさせてなるオパシティーカーブをその画素に適用するオパシティーカーブとして
設定する。また、カラーマップ設定部１５が、サンプリングされた一部の画素以外の画素
の各々について、ステップＳ１３において決定されたシフト量だけベースのカラーマップ
を画素値方向にシフトさせてなるカラーマップをその画素に適用するカラーマップとして
設定し、サンプリングされた一部の画素以外の画素の各々について、ステップＳ１３にお
いて決定された推定値だけベースのカラーマップを画素値方向にシフトさせてなるカラー
マップをその画素に適用するカラーマップとして設定する（Ｓ１５）。
【００４９】
　その後、画像生成部１２が、オパシティーカーブ設定部１４が設定するオパシティーカ
ーブおよびカラーマップ設定部１５が設定するカラーマップを用いて３次元画像に対して
ボリュームレンダリングを行うことにより擬似３次元画像を生成する（Ｓ１６）。そして
、表示制御部１６が、生成された擬似３次元画像を表示装置３に表示し（Ｓ１７）、処理
を終了する。
【００５０】
　本実施形態では、領域特定部１３は３次元画像から血管を表す全体領域を特定し、オパ
シティーカーブ設定部１４はその特定された全体領域に対してベースのオパシティーカー
ブを設定し、全体領域内の少なくとも一部の画素の各々に対して、その画素の近傍領域内
の画素値の代表値を取得し、取得された代表値を用いてベースのオパシティーカーブに変
更を加えてなるオパシティーカーブをボリュームレンダリングにおいて当該画素に適用す
るオパシティーカーブとして設定し、カラーマップ設定部１５はその特定された全体領域
に対してベースのカラーマップを設定し、全体領域内の少なくとも一部の画素の各々に対
して、その画素の近傍領域内の画素値の代表値を取得し、取得された代表値を用いてベー
スのカラーマップに変更を加えてなるオパシティーカーブをボリュームレンダリングにお
いて当該画素に適用するオパシティーカーブとして設定し、画像生成部１２は、それらの
設定されたオパシティーカーブおよびオパシティーカーブを用いてボリュームレンダリン
グを行うことにより擬似３次元画像を生成している。このようにすることで、血管を表す
領域内の全ての画素のそれぞれに対してその描写に適したオパシティーカーブおよびオパ
シティーカーブを適用させることができ、血管の３次元的な形態をより正確に描写した画
像を生成できる。
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【００５１】
　なお、本実施形態では、血管領域内の各画素に適用するオパシティーカーブおよびカラ
ーマップを両方をそれぞれベースのオパシティーカーブまたはベースのカラーマップを変
形して求めるようにした場合について説明したが、たとえば、オパシティーカーブについ
てはベースのオパシティーカーブをそのまま用いるようにし、カラーマップについてのみ
ベースのカラーマップを変形して求めたものを用いるようにしてもよい。
【００５２】
　また、上記各実施形態では、血管領域内の画素を３次元的に所定の間隔でサンプリング
した一部の画素についてのみシフト量を算出し、それ以外の画素の各々についてはシフト
量の推定値を補間により求めるようにした場合について説明したが、血管領域内の全ての
画素の各々に対して、その画素の近傍領域内の画素値の代表値から血液領域の画素値の代
表値を減算した減算値に基づいてシフト量を求め、その決定されたシフト量を用いてその
画素に適用するオパシティーカーブおよび／またはカラーマップを設定するようにしても
よい。
【００５３】
　また、上記各実施形態では、画素毎にシフト量または推定値を求めるようにした場合に
ついて説明したが、２以上の画素からなる小領域毎にシフト量または推定値を求め、該求
められたシフト量または推定値に基づいて求めたオパシティーカーブおよび／またはカラ
ーマップをその小領域内の全画素に対して適用するようにしてもよい。つまり、オパシテ
ィーカーブ設定部１４は、領域特定部１３により特定された全体領域を構成する所定大き
さの部分領域の各々に対して、該部分領域内の画素値の代表値を取得し、該取得された代
表値を用いてベースのオパシティーカーブに変更を加えてなるオパシティーカーブをボリ
ュームレンダリングにおいて当該部分領域に適用するオパシティーカーブとして設定する
ものであってもよいし、領域特定部１３により特定された全体領域を構成する所定大きさ
の部分領域の各々に対して、該部分領域を含む近傍領域内の画素値の代表値を取得し、該
取得された代表値を用いて前記設定されたベースのオパシティーカーブに変更を加えてな
るオパシティーカーブを前記ボリュームレンダリングにおいて当該部分領域に適用するオ
パシティーカーブとして設定するものであってもよい。
【００５４】
　同様に、カラーマップ設定部１５は、領域特定部１３により特定された全体領域を構成
する所定大きさの部分領域の各々に対して、該部分領域内の画素値の代表値を取得し、該
取得された代表値を用いてベースのカラーマップに変更を加えてなるカラーマップをボリ
ュームレンダリングにおいて当該部分領域に適用するカラーマップとして設定するもので
あってもよいし、領域特定部１３により特定された全体領域を構成する所定大きさの部分
領域の各々に対して、該部分領域を含む近傍領域内の画素値の代表値を取得し、該取得さ
れた代表値を用いて前記設定されたベースのカラーマップに変更を加えてなるカラーマッ
プを前記ボリュームレンダリングにおいて当該部分領域に適用するカラーマップとして設
定するものであってもよい。
【００５５】
　また、上記各実施形態では、所定の対象物が血管である場合について説明したが、所定
の対象物は、腸、気管支等の管腔状構造を有する構造物であってもよいし、心臓、肝臓な
どの種々の臓器であってもよい。
【００５６】
　また、上記各実施形態では、近傍領域の画素値の代表値と全体領域の画素値の代表値が
いずれも平均値である場合について説明したが、近傍領域の画素値の代表値および全体領
域の画素値の代表値はそれぞれ、その領域内の画素値の最頻値または中央値であってもよ
いし、その領域内の画素値の全体のうち、その領域内の画素値の最頻値または中央値から
所定の画素値幅の範囲内に存在する画素値の平均値であってもよいし、その領域内の画素
値の全体のうち、その領域内の画素値の最頻値または中央値から所定の画素値幅の範囲内
に存在する画素値の最頻値または中央値であってもよい。このとき、全体領域の画素値の
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代表値は、近傍領域内の画素値の代表値と同じ種類の値であってもよいし、異なる種類の
値であってもよい。
【００５７】
　また、ボリュームレンダリングによる画像生成の際に、３次元画像全体のうち所定の対
象物を表す領域のみを可視化対象領域とする場合には、領域特定手段１３により特定され
た所定の対象物を表す領域に対して１ボクセル程度Dilation処理を行い、その拡張処理後
の領域を用いてボリュームレンダリングを行うようにした場合には、ボリュームレンダリ
ングで所定の対象物の表面も描写することができる。
【符号の説明】
【００５８】
１　　 画像生成装置
３　　 の表示装置
２　　 記憶装置
１１　 画像取得部
１２　 画像生成部
１３　 領域特定部
１４　 オパシティーカーブ設定部
１５　 カラーマップ設定部
１６　 表示制御部

【図１】

【図２】

【図３】
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